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○仙台市宅地保全審議会条例

昭和五二年六月一一日

仙台市条例第一五号

改正 昭和五九年三月条例第四号附則

平成五年六月条例第四〇号

平成一八年一〇月条例第六七号

（設置）

第一条 本市に仙台市宅地保全審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事務）

第二条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

一 宅地造成等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第三条第一項の規定による宅地

造成工事規制区域の指定に関する事項

二 宅地造成等規制法第十七条第一項又は第二項の規定による改善命令に係る技術的専

門事項

三 前二号に掲げるもののほか、宅地保全に関する重要な事項

（平五、六・平一八、一〇・改正）

（組織等）

第三条 審議会は、委員十五人以内をもって組織する。

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

一 宅地保全に関し知識経験を有する者

二 市議会議員

三 関係行政機関の職員

四 市職員

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第四条 審議会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代行する。

（特別委員）

第五条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、特別委員を置くことができる。
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２ 特別委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

３ 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任され

るものとする。

（会議）

第六条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

（技術専門委員会）

第七条 技術的専門事項に係る特別の事項を調査審議するため、審議会に技術専門委員会を

置くことができる。

２ 技術専門委員会は、会長の指名する委員及び特別委員（以下「技術専門委員」という。）

をもって組織する。

３ 技術専門委員会に委員長を置き、技術専門委員の互選によって定める。

４ 委員長は、技術専門委員会の事務を統括し、調査審議の経過及び結果を審議会に報告す

る。

５ 委員長に事故があるときは、技術専門委員のうちからあらかじめ委員長の指名した者が

その職務を代行する。

（技術専門委員会の会議）

第八条 技術専門委員会の会議は、会長が招集し、委員長がその議長となる。

２ 第六条第二項の規定は、技術専門委員会の会議について準用する。

（委任）

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

（昭五九、三・旧第十条繰上）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（昭五九、三・改正）抄

（施行期日）

１ この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則（平五、六・改正）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平一八、一〇・改正）

この条例は、公布の日から施行する。
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             仙台市宅地保全審議会運営要領 

（目 的） 

第１条 この要領は、仙台市宅地保全審議会条例（昭和52年仙台市条例第15号。以下「条 

例」という。）第１条の規定による仙台市宅地保全審議会（以下「審議会」という。） 

の運営について必要な事項を定めることを目的とする。 

（招 集） 

第２条 会長は審議会を招集しようとするときは、審議会の日時・場所及び付議すべき事 

項を定め、会議を開く日の３日前までに文書で通知しなければならない。 

ただし、急を要するときは、この限りではない。 

（欠席の届出） 

第３条 委員は事故のために審議会に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届 

出なければならない。 

（議 席） 

第４条 委員の議席は会長がさだめる。 

（審議会の開閉） 

第５条 審議会の開会、休憩、延会及び閉会は会長が宣告する。 

（議 題） 

第６条 会長は議案を議題とするときは、その旨を宣告する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、二以上の議案を一括して議題とすることができ 

る。 

 （議案の説明） 

第７条 会長は必要に応じ、議案の付議者及び、その他の関係者に説明を求めることがで 

きる。 

 （議 決） 

第８条 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の 

決するところによる。 

（議事録） 

第９条 会長は、議事録を作らなければならない。 

２ 議事録は審議会で定めた二以上の委員が署名捺印しなければならない。 

（特 例） 

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が審議会にはかって定める。 

附 則 

この要領は昭和52年９月12日から施行する。 
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○仙台市情報公開条例 抜粋

（公文書の開示義務）

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる

情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

一 法令若しくは他の条例（以下「法令等」という。）の定めるところ又は実施機関が法

令上従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる

情報

二 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特

定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている

情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）

第二条第一項に規定する国家公務員をいう。以下同じ。）、独立行政法人等（独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号）第二条第

一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員（国家公務員で

ある者を除く。）、地方公務員（地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

第二条に規定する地方公務員をいう。）並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の

遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職

務遂行の内容に係る部分

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で

あって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公
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にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの

ロ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの

四 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の

公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

五 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の

間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの

六 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行

う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他

当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るもの

イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共

団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれ

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ホ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行

政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

（平一四、一〇・平一六、三・改正）

-9-


